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Ⅰ 平成２８年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（予 算）

１ 平成27年度茨城県一般会計補正予算（第６号）

２ 平成27年度茨城県競輪事業特別会計補正予算（第１号）

３ 平成27年度茨城県公債管理特別会計補正予算（第１号）

４ 平成27年度茨城県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号）

５ 平成27年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計補正予算（第１号）

６ 平成27年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

７ 平成27年度茨城県立医療大学付属病院特別会計補正予算（第１号）

８ 平成27年度茨城県中小企業事業資金特別会計補正予算（第１号）

９ 平成27年度茨城県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）

１０ 平成27年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

１１ 平成27年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

１２ 平成27年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第２号）

１３ 平成27年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

１４ 平成27年度茨城県病院事業会計補正予算（第３号）

１５ 平成27年度茨城県水道事業会計補正予算（第２号）

１６ 平成27年度茨城県工業用水道事業会計補正予算（第２号）

１７ 平成27年度茨城県地域振興事業会計補正予算（第２号）

１８ 平成27年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算（第３号）

１９ 平成27年度茨城県流域下水道事業会計補正予算（第３号）

（条例その他の議案）

１ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

２ 茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例

３ 茨城県国民健康保険財政安定化基金条例

４ 県有財産の売却処分について（ 城地区業務施設用地）葛

５ 県有財産の売却処分について（ 城地区業務施設用地）葛

６ 県有財産の売却処分について（ 城地区業務施設用地）葛

７ 県道路線の認定について

８ 県道路線の廃止について

９ 法人に対する出資について

１０ 県が行う建設事業等に対する市町の負担額について

１１ 国及び県等が行う土地改良事業に対する市町村の負担額について

１２ 県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について

１３ 霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部

流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について

１４ 工事請負契約の締結について（幸久大橋橋梁上部工事）

１５ 工事請負契約の締結について（幸久大橋橋梁上部工事）

１６ 工事請負契約の変更について

１７ 権利の放棄について（中小企業設備近代化資金貸付金等）

１８ 権利の放棄について（県立中央病院の診療料等）

（報 告）

１ 地方自治法第179条第１項の規定に基づく専決処分について
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Ⅱ 平成２７年度補正予算案の概要

１ 今回補正額
（単位：百万円）

区 分 現 計 補 正 額 補 正 後 計

うち国補正関連

一般会計 1,183,079 5,989 14,422 1,189,068

うち震災関連 132,111 ▲4,137 127,974-

特別会計 333,700 10,117 - 343,817

うち震災関連 14 ▲3 11-

企業会計 125,134 ▲4,860 - 120,274

うち震災関連 167 ▲30 137-

計 1,641,913 11,246 14,422 1,653,159

うち震災関連 132,292 ▲4,170 128,122-

２ 今回補正の主なもの
（百万円）（歳 入）

・ 県税（地方消費税の増など） ７，８２３
（ ：１３，１３３）地方消費税清算金及び地方法人特別譲与税を含む実質的県税ベース

・ 地方交付税 ５，０５８
（うち普通交付税 ３，７５６）
（うち震災復興特別交付税 １，３０２）

・ 国庫支出金（国補公共事業（当初分）の減など） ▲４，６４８

（歳 出）
① 関東・東北豪雨対応
新 関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金 ６，０００

（被災した中小企業の復興支援のための基金の造成）

(独)中小企業基盤整備機構からの無利子貸付金２４０億円と合わせて３００億円の※

基金を県中小企業振興公社に造成し、その運用益により中小企業の復興を支援

・ 治水直轄事業負担金（国補公共） １，５５９

（鬼怒川における本復旧工事等の実施）

・ 地方道路整備事業（国補公共） １，５３７

（道路の緊急防災対策）

・ 災害救助費（国補・県単、関東・東北豪雨分） １，１７０

（住宅応急修理等への支援に係る経費の増）

・ 被災者生活再建支援補助事業（関東・東北豪雨分） １０５

（ ）被災者生活再建支援法が適用とならない被災者に対する県単独の支援経費の増
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② 国補正関連

○ＴＰＰ対策

新 担い手確保・経営強化支援事業 ４５７

（ ）農地中間管理機構を活用した地域における施設や農業用機械導入に対する支援

新 土地改良事業（ＴＰＰ対策分、国補公共） ２，６７５

（生産コスト削減のための農地の大区画化、排水対策の推進）

○一億総活躍社会の実現

・ 地方創生加速化交付金活用事業 １，０４０

（ ）ＤＭＯ観光地域づくり、水郷筑波サイクリング環境整備、公共交通空白地域解消支援等

新 いばらきセキュリティクラウド整備運営事業 ３４２

（県及び市町村が共同で行うネットワークセキュリティ対策システムの構築）

○その他

・ 国補公共事業（一部再掲） ９，２６５

（関東・東北豪雨に係る災害復旧、地方道路整備、土地改良事業など）

・ 原子力災害対策事業 １，６２１

（ ）ＰＡＺ及びＵＰＺ10km圏内の社会福祉施設等が実施する施設の放射線防護対策への助成

③ 今後の事業実施のための準備

○条例制定を契機とした対応

新 がん対策基金積立金 ２，０００

（がん対策事業を実施するための基金の造成）

新 文化振興基金積立金 ２，０００

（文化振興事業を実施するための基金の造成）

○その他

・ 国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金積立金 ２，０００

（国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金の積み増し）

新 公共施設長寿命化等推進基金積立金 ２，０００

（県有施設の修繕、改築等を計画的に実施するための基金の造成）

※ このほか、今後の公債費の償還に備えて、県債管理基金に２６億円積立

３ 繰越明許費
（単位：百万円）

区 分 Ｈ２６→Ｈ２７ Ｈ２７→Ｈ２８ 増 減 額 増 減 率

一般会計 ５７，４３８ ８８，２７４ ３０，８３６ ５３．７％

特別会計 ４，４８２ １１，９００ ７，４１８ １６５．５％
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４ 一般会計補正予算款別内訳（歳入）

（単位：百万円）

補正前の額 今回補正額 計

款 名 うち

（Ａ） (Ｂ) 国補正関連 （Ａ＋Ｂ）

県 税 ３５６，９６６ ７，８２３ １７ ３６４，７８９

地方消費税清算金 ９０，０１９ １１，８４９ － １０１，８６８

地 方 譲 与 税 ５２，２１５ ▲７３８ － ５１，４７７

地 方 特 例 交 付 金 ９１８ １１６ － １，０３４

地 方 交 付 税 ２００，４４２ ５，０５８ － ２０５，５００

交通安全対策特別交付金 ９８３ ▲６５ － ９１８

分担金及び負担金 ８，９４４ ４３４ ５８２ ９，３７８

使用料及び手数料 １５，７９４ ▲２９１ － １５，５０３

国 庫 支 出 金 １４６，５６４ ▲４，６４８ ７，８３７ １４１，９１６

財 産 収 入 ２，８７３ ５７４ － ３，４４７

寄 附 金 ３４ ２５０ － ２８４

繰 入 金 ３１，２７６ ▲４，５４５ － ２６，７３１

繰 越 金 ２，７０２ ２，１９８ － ４，９００

諸 収 入 １２２，９４２ ▲３，７２１ － １１９，２２１

県 債 １５０，４０７ ▲８，３０５ ５，９８６ １４２，１０２

計 １，１８３，０７９ ５，９８９ １４，４２２ １，１８９，０６８
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５ 一般会計補正予算款別内訳（歳出）

（単位：百万円）

款 名 補正前の額 今回補正額 計

うち

（Ａ） （Ｂ） 国補正関連 （Ａ＋Ｂ）

議 会 費 １，６６１ ▲ １１７ － １，５４４

総 務 費 ３６，５４７ ４，２５５ ２１ ４０，８０２

企 画 開 発 費 １７，９７５ ▲１，２６５ ６９６ １６，７１０

生 活 環 境 費 １５，０８０ ４，４８３ １，６２１ １９，５６３

保 健 福 祉 費 １９５，３７２ ▲３，４９７ ６３９ １９１，８７５

労 働 費 ５，９７９ １７０ ６２ ６，１４９

農 林 水 産 業 費 ５０，５８５ ▲７８６ ３，４１５ ４９，７９９

商 工 費 ９９，５７５ ２，７９８ ５０９ １０２，３７３

土 木 費 １３７，９２４ ▲４，２１６ ５，４２５ １３３，７０８

警 察 費 ６０，８０３ ▲１，１６０ － ５９，６４３

教 育 費 ２８０，８９３ ▲５，３５２ １，０３９ ２７５，５４１

災 害 復 旧 費 １１，６９０ ▲１，９４１ ９９５ ９，７４９

公 債 費 １４７，４６３ ▲１９１ － １４７，２７２

諸 支 出 金 １２１，３８２ １２，８０８ － １３４，１９０

予 備 費 １５０ － － １５０

計 １，１８３，０７９ ５，９８９ １４，４２２ １，１８９，０６８
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６ 特別会計補正予算

（単位：百万円）

会 計 名 補正前の額 今回補正額 計
(Ａ) (Ｂ) （Ａ＋Ｂ）

競 輪 事 業 １２，２３８ １７９ １２，４１７

公 債 管 理 １９２，７６８ ３，４５６ １９６，２２４

市 町 村 振 興 資 金 １，１６３ ６７１ １，８３４

鹿島臨海工業地帯造成事業 １，８８６ ▲６０ １，８２６

母子・父子・寡婦福祉資金 ２６３ ▲４６ ２１７

県 立 医 療 大 学 付 属 病 院 ２，５８０ ▲９０ ２，４９０

中 小 企 業 事 業 資 金 ２，３９５ ２９，１０１ ３１，４９６

農 業 改 良 資 金 ９６ １１６ ２１２

林業・木材産業改善資金 １０３ １１９ ２２２

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ７２ １７６ ２４８

港 湾 事 業 ３８，７８４ ▲９，７６９ ２９，０１５

８１，３５２ ▲１３，７３６ ６７，６１６都市計画事業土地区画整理事業

計 ３３３，７００ １０，１１７ ３４３，８１７

７ 企業会計補正予算

（単位：百万円）

会 計 名 補正前の額 今回補正額 計
(Ａ) (Ｂ) （Ａ＋Ｂ）

病 院 事 業 ３１，２３８ ▲１，０７３ ３０，１６５

水 道 事 業 ３４，２６５ ▲２，４９８ ３１，７６７

工 業 用 水 道 事 業 ２５，８６３ ▲１，５６９ ２４，２９４

地 域 振 興 事 業 ５，７７３ ４８９ ６，２６２

特 定 公 共 下 水 道 事 業 ４，３１０ ▲６９ ４，２４１

流 域 下 水 道 事 業 ２３，６８５ ▲１４０ ２３，５４５

計 １２５，１３４ ▲４，８６０ １２０，２７４
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【公共事業費】

・国補公共

（単位：百万円）

区 分 補正前の額 今回補正額 計

（Ａ） （Ｂ） うち国補正関連 （Ａ＋Ｂ）

土 木 １１４，３０２ ▲３，２０３ ６，４２０ １１１，０９９

企 画 １，７８６ ▲１，１０９ - ６７７

農 地 １５，０１７ ▲５２１ ２，７７２ １４，４９６

農 林 ９，１５４ ６４５ ７３ ９，７９９

計 １４０，２５９ ▲４，１８８ ９，２６５ １３６，０７１

（注）特別会計，企業会計を含む。

・県単公共

（単位：百万円）

区 分 補正前の額 今回補正額 計

（Ａ） （Ｂ） うち国補正関連 （Ａ＋Ｂ）

土 木 １７，０１０ ▲８０３ - １６，２０７

農 地 ７９８ ▲２０ - ７７８

農 林 １，４８９ ▲１ - １，４８８

計 １９，２９７ ▲８２４ - １８，４７３

（注）特別会計，企業会計を含む。
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Ⅲ 債務負担行為一覧

［一般会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

県 ・ 市 町 村 自 平成27年度 元金700,000千円及び県内市町村と共同して証券を発行する地方債について，

地 方 債 証 券 当該団体と連帯して償還及び利子の支払をなす義務を負 至 平成32年度 これに対する利子相当

共同発行連帯債務 う 額。

（変更）

事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

災 害 対 策 融 資 変 災害対策融資制度及び小規模企業支援融資制度に 自 平成27年度

損 失 補 償 更 基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ 至 平成39年度 197,000千円

前 て損失が生じたときは，県がその損失を補償する旨

の契約を当該協会と締結する。

変

更 同 上 同 上 269,000千円

後

変 災害対策融資制度及び小規模企業支援融資制度に 自 平成27年度災 害 対 策 融 資

損 失 補 償 更 基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ 至 平成42年度 42,000千円

前 て損失が生じたときは，県がその損失を補償する旨

の契約を当該協会と締結する。

変

更 同 上 同 上 230,000千円

後

災 害 対 策 融 資 変 市町村が災害対策融資を利用する中小企業者に対 自 平成28年度

更 し，利子補給したときは，県は市町村に対し利子補 至 平成30年度 58,884千円利 子 補 給

前 給した額の一部を補助する。

変

更 同 上 同 上 344,984千円

後

国営新利根川沿岸 変 土地改良法に基づき，国営新利根川沿岸土地改良 自 平成27年度

土地改良事業負担金 更 事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成29年度 706,779千円

前

変 自 平成28年度

更 同 上 至 平成29年度 322,816千円

後

国営霞ケ浦用水 変 土地改良法に基づき，国営霞ケ浦用水（一期）土 自 平成27年度

（一期）土地改良 更 地改良事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成29年度 1,223,408千円

事 業 負 担 金 前

変 自 平成28年度

更 同 上 至 平成29年度 564,196千円

後

国営霞ケ浦用水 変 土地改良法に基づき，国営霞ケ浦用水（二期）土 自 平成27年度

（二期）土地改良 更 地改良事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成33年度 1,463,206千円

事 業 負 担 金 前

変 自 平成28年度

更 同 上 至 平成33年度 1,103,042千円

後
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事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

国営那珂川沿岸 変 土地改良法に基づき，国営那珂川沿岸土地改良事 自 平成27年度

土地改良事業負担金 更 業に係る費用の一部を負担する。 至 平成38年度 3,572,119千円

前

変 自 平成28年度

更 同 上 至 平成39年度 3,274,429千円

後

水 資 源 機 構 営 変 水資源機構法に基づき，水資源機構営霞ケ浦用水 自 平成27年度

霞 ケ 浦 用 水 更 土地改良事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成30年度 1,142,588千円

土地改良事業負担金 前

変 自 平成28年度

更 同 上 至 平成30年度 610,170千円

後

茨城県道路公社 変 国及び金融機関の茨城県道路公社に対する事業運

事業資金借入金 更 営資金及び建設事業資金の融資について，県がその 昭和46年度以降 2,300,000千円

債 務 保 証 前 債務を保証する旨の契約を当該機関と締結する。

変

更 同 上 同 上 1,800,000千円

後
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Ⅳ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

改正の内容（人事課）

職員の給与に関する条例等の一

(1)月例給の引上げ部を改正する条例

・給料表の引上げ

人事委員会の勧告等に伴い，職 平均＋0.4％

員の給料月額を改定する等，所要 ・初任給調整手当（医師）の引上げ

の改正をしようとするものであ 最高限度額 307,000円 → 307,800円

る。 (2)期末・勤勉手当の引上げ

年間支給月数 4.10月分 → 4.20月分（一般職）

3.10月分 → 3.15月分（特別職）

（施行日 規則で定める日外）

改正の内容（財政課，国体推進課，管財課，生活

文化課，保健予防課，障害福祉課）

(1)新設する基金茨城県資金積立基金条例の一部

・茨城県公共施設長寿命化等推進基金を改正する条例

公共施設及び公用施設の計画的な修繕及び改築等に要

茨城県公共施設長寿命化等推進 する経費に充てる。

基金，茨城県文化振興基金及び茨 ・茨城県文化振興基金

城県がん対策基金を設置する等， 文化の振興のための事業に要する経費に充てる。

所要の改正をしようとするもので ・茨城県がん対策基金

ある。 がん対策を推進するための事業に要する経費に充てる。

(2)名称等の改正

「茨城県国民体育大会開催基金」

↓

「茨城県国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金」

（施行日 公布の日）

条例の内容（厚生総務課）

茨城県国民健康保険財政安定化

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等基金条例

の一部を改正する法律の規定に基づき設置する国民健康保険財

持続可能な医療保険制度を構築 政安定化基金の管理及び運営に関し，必要な事項を規定するも

するための国民健康保険法等の一 の

部を改正する法律の規定に基づ

き，国民健康保険の財政の安定化 （参考）国民健康保険財政安定化基金

を図るため，茨城県国民健康保険 国民健康保険財政の安定化を図るため，給付増や保険料収納

財政安定化基金を設置しようとす 不足による財源不足に備え，都道府県に基金を設置し，国民健

るものである。 康保険を実施する都道府県及び市町村に対し資金の貸付・交付

等を行おうとするもの（本制度の運用は平成30年度開始予定）

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

売却する財産の内容（つくば地域振興課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

業務施設の建設用地として，つ ・つくば市学園の森二丁目12番４

くば市学園の森二丁目12番４の土 ・土地 84,057.48㎡

地を売却しようとするものであ (2)売却予定価格

る。 6,615,323,676円

(3)売却処分先

つくば市学園南二丁目２番地１

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社

代表取締役 山海 嘉之

売却する財産の内容（つくば地域振興課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

業務施設の建設用地として，つ ・つくば市学園の森二丁目41番４

くば市学園の森二丁目41番４の土 ・土地 36,259.95㎡

地を売却しようとするものであ (2)売却予定価格

る。 3,002,323,000円

(3)売却処分先

東京都千代田区霞が関一丁目３番２号

日本郵便株式会社

代表取締役 髙橋 亨

売却する財産の内容（つくば地域振興課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

業務施設の建設用地として，つ ・つくば市学園の森三丁目７番２ほか３筆

くば市学園の森三丁目７番２ほか ・土地 55,600.57㎡

３筆の土地を売却しようとするも (2)売却予定価格

のである。 4,436,925,000円

(3)売却処分先

東京都千代田区霞が関一丁目３番２号

日本郵政株式会社

代表執行役 西室 泰三

認定する路線の内容（道路維持課）

県道路線の認定について

(1)路 線 名 桜川土浦潮来自転車道線

道路法の規定に基づき，桜川土 (2)起点終点 桜川市 ～ 潮来市

浦潮来自転車道線を県道路線に認 (3)延 長 81,350ｍ

定しようとするものである。
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議 案 内 容

廃止する路線の内容（道路維持課）

県道路線の廃止について

路線名 起点終点 延長

県道桜川土浦潮来自転車道線の 桜川土浦自転車道線 桜川市 ～ 土浦市 40,100ｍ

認定に伴い，県道としての存置理 潮来土浦自転車道線 潮来市 ～ 土浦市 40,000ｍ

由がなくなるため，県道桜川土浦

自転車道線外１路線を廃止しよう

とするものである。

議案の内容（産業政策課）

法人に対する出資について

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条

県の出資法人等への関わり方に 例第５条第２項の規定に基づく議決

関する基本的事項を定める条例の (1)出 資 先 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社

規定に基づき，ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ (2)既出資額 211,631,830円

株式会社に対する出資について， (3)今回出資額 346,346,153円

議決を求めようとするものであ (4)出資累計額 557,977,983円

る。 （県が出資するいばらきベンチャー企業育成ファンドが保有

する株式について，出資見合分の分配を受けるもの）

（参考）ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ(サイバーダイン)株式会社

・設立年月日：平成16年６月24日

・事 業概要：医療・介護福祉・生活支援分野等で活用され

るロボットスーツの研究開発・製造・販売及

び製品を利用したサービスの提供

変更の内容（水産振興課）

県が行う建設事業等に対する市

・地方財政法第27条の規定に基づく市の負担額の変更町の負担額について

（単位：千円）

平成27年度において県が行う漁 事業名 変更前 変更後 備 考

港事業に対する市の負担額を変更 漁港事 業 178,746 186,034日立市外３市

しようとするものである。

変更の内容（農地整備課）

国及び県等が行う土地改良事業

・地方財政法第27条，土地改良法第91条の規定に基づく市町村に対する市町村の負担額について

の負担額の変更

平成27年度において県が行う土 （単位：千円）

地改良事業に対する市町村の負担 事業名 変更前 変更後 備 考

額を変更しようとするものであ 県 営 760,586 1,145,707水戸市外37市町村

る。
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議 案 内 容

変更の内容（監理課）

県が行う建設事業等に対する市

・地方財政法第27条及び下水道法第31条の２の規定に基づく町村の負担額について

市町村の負担額の変更

平成27年度において県が行う河 （単位：千円）

川，港湾及び下水道事業に対する 事業名 変更前 変更後 備 考

市町村の負担額を変更しようとす 河川事 業 15,880 41,680土浦市外２市

るものである。 港湾事 業 187,250 204,117日立市外２市町

下水道事業 447,707 503,909水戸市外29市町村

計 650,837 749,706

変更の内容（下水道課）

霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ

・下水道法第31条の２の規定に基づく市町村の負担額の変更浦水郷，那珂久慈，利根左岸さし

（単位：千円）ま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域

流域下水道名 変更前 変更後 備 考下水道の維持管理に要する費用に

霞ケ浦常南 1,915,509 1,945,527龍ケ崎市外５市町係る関係市町村の負担額について

霞ケ浦湖北 1,906,188 1,931,234土浦市外４市町

平成27年度において県が行う霞 霞ケ浦水郷 360,827 302,280潮来市外１市

ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水 那 珂 久 慈 2,004,551 1,908,084水戸市外８市町村，

ひたちなか・東海広域事務組合郷，那珂久慈，利根左岸さしま，

鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水 375,709 350,156古河市外２市町利根左岸さしま

道の維持管理に要する市町村の負 鬼 怒 小 貝 394,494 388,158下妻市外３市町

担額を変更しようとするものであ 小貝川東部 533,318 533,318下妻市外３市

る。 計 7,490,596 7,358,757

請負契約の内容（道路建設課）

工事請負契約の締結について

(1)工 事 名 国補地道一般国道349号幸久大橋橋梁上部工事

一般国道349号常陸太田市下河 （002号）

合町地内の幸久大橋橋梁上部工事 (2)工事 箇所 常陸太田市下河合町地内

について請負契約を締結しようと (3)工事 内容 鋼橋製作・架設工事（Ｌ＝327ｍ）

するものである。 (4)工 期 平成28年３月～平成29年７月

(5)請負契約額 1,836,000,000円

(6)契約の相手方

水戸市笠原町978番25

株式会社東京鐵骨橋梁

代表取締役社長 坂本 眞

代理人

茨城営業所所長 庄司 裕一
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議 案 内 容

請負契約の内容（道路建設課）

工事請負契約の締結について

(1)工 事 名 国補地道一般国道349号幸久大橋橋梁上部工事

一般国道349号那珂市額田北郷 （001号）

地内の幸久大橋橋梁上部工事につ (2)工事 箇所 那珂市額田北郷地内

いて請負契約を締結しようとする (3)工事 内容 鋼橋製作・架設工事（Ｌ＝282ｍ）

ものである。 (4)工 期 平成28年３月～平成29年７月

(5)請負契約額 1,363,824,000円

(6)契約の相手方

神栖市砂山16番地５

株式会社横河住金ブリッジ

取締役社長 小山 清一

変更の内容（財務課）

工事請負契約の変更について

(1)変更額等 （単位：円）

県立土浦第三高等学校特別教室 既 請 負 額 929,480,400

棟改築工事について，杭打設工事 今 回 変 更 額 20,520,000

等に変更が生じたため，請負契約 変 更 後 総 額 950,000,400

の変更をしようとするものであ (2)変更理由

る。 杭打設工事区画の地耐力不足に伴い，地盤改良工事を追

加する必要性が生じたため，増額変更をしようとするもの

（参考）工事の概要

(1)工 事 名 県立土浦第三高等学校特別教室棟改築工事

(2)工事箇所 土浦市大岩田地内

(3)構造規模 地上３階鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

(4)面 積 3,968.51㎡

(5)工 期 平成27年３月～平成28年６月

(6)契約の相手方

土浦市東崎町11番５号

山本・郡司特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社山本工務店

代表取締役 山本 和男

議案の概要（産業政策課）

権利の放棄について

(1)放棄する権利 中小企業設備近代化資金貸付金等

時効の到来した中小企業設備近 (2)放棄する金額 5,252,672円及び遅延損害金

代化資金貸付金等のうち，回収不 (3)債 務 者 那珂市中台440番地

能の債権について，権利の放棄を 明糖製油株式会社 外２者

しようとするものである。 (4)放棄の理由

会社が倒産しており，実体及び資産がない状況である。

また，連帯保証人が死亡し，相続人がない又はその有無が

明らかでないことにより，回収が不能であるため。
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議 案 内 容

議案の概要（病院局）

権利の放棄について

(1)放棄する権利 県立中央病院の診療料等

時効の到来した県立中央病院の (2)放棄する金額 1,969,940円

診療料等のうち，回収不能の債権 (3)債 務 者 桜川市真壁町上谷貝1682番地１

について，権利の放棄をしようと 稲穂 浩一 外１者

するものである。 (4)放棄の理由

債権の徴収について時効が到来し，債務者が無資力又は

死亡し，相続人の有無が明らかでないことにより，回収が

不能であるため。

Ⅴ 報告事項

１．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの

事 項（専決処分年月日） 内 容

和解の概要（農業政策課）

和解について

（平成28年１月20日専決処分） (1)事故発生日時 平成27年３月30日（月）午前10時50分頃

(2)事故発生場所 行方市富田29番地１地先国道上 国道355号)（

交通事故について，和解しよう (3)事故概要

とするものである。 小型貨物自動車で出張途中，国道上で相手車両に追突し

た事故（県南農林事務所所属）

(4)損害賠償額 830,186円

(うち730,186円は，損害保険ジャパン日本興亜株式会社から

の支払)

提訴の概要（財務課）

訴えの提起について

（平成28年１月29日専決処分） (1)内容

旧県立太田第二高等学校里美校の敷地である土地につい

旧県立太田第二高等学校里美校 て，県への所有権移転登記手続を命ずる判決を求めるもの

敷地の土地について，県への所有 (2)提訴の相手方 登記名義人の法定相続人42人

権移転登記手続を命ずる判決を求

めるため，裁判所へ訴えを提起し

ようとするものである。

和解の概要（農業政策課）

和解について

（平成28年２月１日専決処分） (1)事故発生日時 平成26年３月28日（金）午後２時25分頃

(2)事故発生場所 神栖市横瀬956番地10地先市道上

交通事故について，和解しよう (3)事故概要

， ，とするものである。 小型乗用自動車で出張途中 市道上で相手車両と衝突し

その衝撃でフェンスに衝突した事故（鹿行農林事務所所属)

(4)損害賠償額 2,068,716円

(全額，損害保険ジャパン日本興亜株式会社からの支払)
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事 項（専決処分年月日） 内 容

和解の概要（警務部監察室）

和解について

（平成28年２月１日専決処分） (1)事故発生日時 平成27年１月15日（木）午後３時00分頃

(2)事故発生場所 桜川市明日香一丁目59番地地先県道上

交通事故について，和解しよう （県道つくば益子線）

とするものである。 (3)事故概要

原動機付自転車で出張途中，交差点で右側から進行して

きた相手車両と衝突した事故（桜川警察署所属）

(4)損害賠償請求額 1,034,644円
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